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１ 公募の趣旨 

東京都では、昭和３０年代から昭和４０年代に建設した都営住宅の建替えを計画・実施

しており、その建替え計画の中には、都営住宅に併設された区立保育所がある。 

板橋区では都営住宅建替えを機に、東京都から保育園用地が提供される場合は私立保育

所に移管するとともに、定員増を図り待機児童解消に資することとしている。 

ついては、都営住宅内にある区立大山西町保育園を私立保育所に移管し、東京都から提

供された土地に保育所を設置・運営する事業者を次のとおり募集する。 

 

２ 公募施設及び規模等 

（１）新施設の概要 

施 設 種 別 認可保育所 

開 設 時 期 平成３２年４月１日 

定 員 定員１００～１２０人程度 

年齢構成は、０歳児から５歳児までとし、既存園の定員を考慮し設置する

こと。今後、近隣の小規模保育所等に通う３歳児の受け入れを見据え、２歳

児と３歳児の定員数に差を設けること。なお、最終的な定員設定は、板橋区

との協議による。 

定員の弾力化等を実施する場合は、事前に保護者に説明し理解を得た上で

実施すること。 

開 所 時 間 基本開所時間 １１時間（午前７時１５分から午後６時１５分） 

延長保育時間 １時間以上 

特 別 保 育 

対 策 事 業 等 

① ０歳児保育（生後４３日、５７日のいずれか） 

② 延長保育（スポット利用を含む） 

③ 要支援児保育 

④ 付帯機能として、一時保育、地域の子育て支援事業（子育て相談事業、 

屋外遊戯場開放など）で実施可能な事業を提案すること。 

 

（２）予定地の概要 

地 番 板橋区大山西町２１番３２（平成２９年９月現在） 

住 居 表 示 板橋区大山西町２１番（未定） 

面 積 約１，１８０㎡ 

用 途 地 域 第１種中高層住居専用地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 

容 積 率 ２００％ 

高 度 地 区 第２種高度地区 

日 影 規 制 高さが１０メートルを超える建物の場合（測定水平面４ｍ） 

[敷地境界から ５ｍ超えて１０ｍ以下の部分] ３時間以上 

[敷地境界から１０ｍ超える部分]       ２時間以上 

 建物の日影を生じてはいけない 

防 火 指 定 準防火地域 
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接 道 状 況 認定幅員４．００～５．２ｍ（認定第２０８４号線） 

現況幅員４．８８～４．９０ｍ 

※今後、６ｍに拡幅の予定があります。 

建築基準法第４２条第１項第３号既存道路（建築基準法施行時の昭和２５年

１１月２３日に既に幅員４m以上あった道路） 

景 観 計 画 一般地域 

地 区 計 画 なし（平成２９年４月 1日現在） 

計 画 道 路 なし 

交 通 東武東上線「大山駅」 徒歩１０分 

 

（３）現保育園舎及び建設予定地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）既存施設の現況 

   （１）の認可保育所を設置するに際しては、原則、既存の区立大山西町保育園の運営を 

継承することとし、ついては下記のとおり、平成２９年４月１日現在の現況を提示する。 

保 育 園 名 板橋区立大山西町保育園 

所 在 地 板橋区大山西町２１番２号 

認 可 年 月 日 昭和３６年７月１日 

敷 地 面 積 ９８７．７１㎡ 

建 築 面 積 ５９４．０１㎡ 

延 べ 床 面 積 ５９４．０１㎡ 

構  造 
鉄筋コンクリート造４階建部分の１階 

鉄筋コンクリート造２階建部分の１階・２階 

【建替前】 【建替後】 

 

区立大山西町保育園 

保育園用地 

約 1,180㎡ 

1 期工事 

 
1 期工事 

２期工事 
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設 備 面 積 

１歳児室 ２歳児室 ３歳児室 ４歳児室 ５歳児室 

50.34 ㎡ 45.50 ㎡ 53.90 ㎡ 57.60 ㎡ 51.85 ㎡ 

遊戯室 調理室 便所 事務室 その他 

107.20 ㎡ 38.40 ㎡ 28.82 ㎡ 24.34 ㎡ 136.06 ㎡ 

屋 外 遊 戯 場 ３７８.３７㎡ 

基本開所時間 午前７時１５分～午後６時１５分（１１時間開所後、延長保育なし） 

認 可 定 員 ９３人 

年 齢 別 定 員 ０歳児 

(――) 

１歳児 

(ひよこ) 

２歳児 

(あひる) 

３歳児 

(ひばり) 

４歳児 

(つばめ) 

５歳児 

(はくちょう) (  )内はクラス名  

 １３人 １７人 ２１人 ２１人 ２１人 

保 育 状 況 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

    (朝) 

(夕) 

 ２人 ３人 ４人 ６人 ７人 

 １１人 １４人 １３人 １７人 １２人 

・朝は午前８時００分時点   ・夕は午後５時３０分時点 

職 員 配 置 

 

 

 

【正規職員】 園長：１人  

保育士：１３人（副園長を含む） 

（内訳）年齢別保育士：９人 充実保育士：１人 

１１時間開所保育士：２人 

要支援児保育士：１人 

調理員：２人 用務：１人 

【再任用職員】保育士：１人 調理員：１人 

【非常勤職員】保育補助員：朝３人、夕４人 

【臨時職員】  保育補助：２人 調理(１２～１８か月食対応)：１人 

【嘱託医（区が委嘱）】 落合医院 板橋区大谷口２丁目２０番６号 

特別保育 

【０歳児保育】未実施 

【延長保育】未実施 

【要支援児保育】定員：３人 

保育方針 

・生活リズムを大切にし、健康で安全な楽しい生活が出来るようにします。 

・一人ひとりを大切にし、自分でやろうとする気持ちを大事にします。 

・生活や遊びを通して友だちとの関わりの中から優しさや思いやり、社会性

を身に付けます。 

・保護者の思いを受けとめ、共感しあい、子育てを援助します。 

・職員一人ひとりが子どもの気持ちに寄り添い、安心して過ごせるようにし

ます。 

園目標 

「元気に遊ぶ子」 

ねらい  ・楽しく食べて元気な子 

・友だちと仲良く遊べる子 

・自分を表現できる子 
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給 食 

区分：直営（区職員による園内調理） 

食材：地元業者から購入。国産のもの・遺伝子組換えでないもの・添加物の

少ないものを中心に選定。 

献立：旬の食材を取り入れ、子どもの味覚・咀嚼力、成長発達を育むように

保育園給食計画を基に、２週間のサイクルメニュー（区栄養士が作

成・「１～５歳児食」「１２～１８か月頃食」「９～１１か月頃食」「７

～８か月頃食」） 

行事食：子どもの日、七夕、歳末子ども会、ひなまつり 

おやつ：火・水・木の週３回は手作りメニュー 

    年度後半は月・金も手作りメニューを入れるようにしている 

食物アレルギー対応：「医師の診断による生活管理指導表」に基づき対応。 

原因食物の完全除去を基本 

食事環境：磁器食器の導入、各年齢に合った食育の取り組みなど 

食育：献立表、給食だよりの配布、給食サンプルの展示、調理保育等 

給食時間：乳児―１１時００分から１１時４５分（年齢に合わせて） 

幼児―１１時４５分から１２時１５分（年齢に合わせて） 

主な行事 

 

春：こどもの日、虫歯予防デー 

夏：七夕、プール開き、プール閉い 

秋：運動会、芋掘り、焼き芋パーティー 

冬：年末お楽しみ会、新年お楽しみ会、節分、ひな祭り、お別れ会食 

  就学進級祝い会 

・保護者会（保育参加・懇談会）は、年２回・個人面談も予定 

・随時、保護者の保育士体験 

・誕生会は、誕生日にクラス毎 

・避難訓練は月に一度。防災の日にちなみ、引き取り訓練を実施。 

子育て支援 

事業 

・園庭開放・いっしょにあそぼう会 

・げんきッズランチ（保育園の給食を体験） 

・親子ふれ iブックコーナー（おひさまサロン） 

・ヤングパパママ・プレママ体験保育 

（１０代の父母を対象に子育ての楽しさを体験） 

・要支援児体験保育 

（障がいのあるお子さんに、保育園児とのふれあいの場を提供） 

・赤ちゃんの駅（外出時のおむつ替えや授乳スペースの提供） 

 

３ 応募資格 

次の条件を満たす事業者であること。 

（１）平成２９年４月１日現在において認可保育所を３年以上運営しており、かつ、決算期 

が３期以上経過している、下記のいずれかの社会福祉法人であること。 

①法人の主たる事務所等が、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・ 

群馬県内である。 

②運営している認可保育所が、東京都内にある。 
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（２）区立保育園からの移管であることを十分理解し、下記の「４施設整備に関する条件」 

「５運営に関する条件」「６引継ぎに関する条件」すべてを満たすこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し 

ていないこと。 

（４）東京都板橋区競争入札参加資格者指名停止要綱による指名停止を受けていないこと。 

（５）参加事業者及びその役員等が以下の項目に該当していないこと。 

①暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。 

②暴力団員等を雇用している。 

③暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。 

（６）「２公募施設及び規模等」（１）に示した開設日の２か月以上前までに完成し、かつ、 

保育所の設置認可等について、「保育所の設置認可等について」（平成１２年３月３０日 

付、児発第２９５号（平成２６年１２月１２日付、雇児発第１２１２第５号最終改正、 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）等の通知により認可される見込みであること。 

（７）施設建設に要する経費を負担することができること。 

（８）提出された書類に虚偽等がないこと。 

 

４ 施設整備に関する条件 

（１）区との協議 

施設整備にあたっては、区と協議を行うとともに、区から指導があった場合には、こ 

れに従うこと。 

（２）近隣住民の要望に対する対応 

施設の建設にあたっては、騒音（音に関して個別の配慮が必要となる。）や地域の交通 

量等に配慮した配置・設計を行い、近隣住民に対し、事業者の責任において誠意をもっ 

て対応すること。 

※事業者決定後、近隣住民に対し、施設概要や保育内容等の説明の場を設け、近隣住 

民の意見や要望を尊重し、適切な対応を図ること。 

（３）次の事項を遵守して施設整備を行うこと。 

   ①施設は、火災等非常時に入所児童の避難に有効な２か所２方向の避難経路を設置する 

こと。保育室等を２階以上に設ける場合や屋上に屋外遊戯場を設ける場合においても、 

２か所２方向の避難経路を確保すること。 

②０歳児室には「前室（独立した受渡しスペース）」を設けること。 

   ③保育を複数階に分けて行う場合は、原則、給食専用の昇降機を設置し、適宜配膳室を 

設けること。 

   ④面積基準及び保育従事職員の配置については、板橋区保育所事業実施要綱に示されて 

いる基準を満たすこと(次頁「職員配置基準一覧」参照)。また、職員配置については、 

年齢や経験年数などのバランスを十分考慮すること。 
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【職員配置基準一覧】※【区】とあるのは、区の独自基準 

区 分 保育従事職員配置基準 面積基準 

保 

 

育 

 

士 

０歳児 乳児３人に対し保育士１人以上 ５㎡／人以上【区】 

１歳児 幼児５人に対し保育士１人以上【区】 ３．３㎡／人以上 

２歳児 幼児６人に対し保育士１人以上 

１．９８㎡／人以上 ３歳児 幼児１５人に対し保育士１人以上 

４歳児以上 幼児３０人に対し保育士１人以上 

 

その他 

 

 

・定員９０人以下の施設：＋１人 

・保育標準時間認定を受けた子どもが利用する

施設：＋１人 

・上記とは別に非常勤保育士の配置：＋１人 

- 

充実 

【区】 

定員２０人から６０人まで、及び９１人以上の

施設：＋１人  
- 

11時間開所 

【区】 
定員６１人以上の施設：＋１人 - 

保健師等 

【区】 

・０歳児９人以上の施設：保健師等（保健師、

助産師、看護師を含む。）を常勤１人配置 

・０歳児６人以上９人未満の施設：保健師等（常

勤が困難な場合は非常勤可）を１人配置 

- 

調理員等 

・利用定員４０人以下の施設は１人、４１人以

上１５０人以下の施設は２人、１５１人以上の

施設は３人（３人以上の場合、うち１人は非常

勤でも可） 

・０歳児６人以上の場合はさらに＋１人【区】 

- 

  ⑤屋外遊戯場は、計画地内として提案すること。ただし、屋上を活用する場合は、防音等 

  について近隣への十分な配慮を図ること。 

   ⑥屋外遊戯場に遊具、砂場、プールを設けること。（プールは屋上も可） 

   ⑦園舎の採光、シックハウス対策等、児童の保健衛生に配慮すること。 

  ⑧「室内化学物質対策実施基準」（別紙）に基づき、室内化学物質を測定するとともに必 

要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設すること。 

   ⑨防犯対策、災害対策、安全対策等を講ずること。 

   ⑩原則、給食食材の搬入口を調理室前室に設けること。 

   ⑪調理室内に、調理員専用のトイレを設けるよう努めること。   

 ⑫敷地内に、給食の食材搬入や緊急時等に一時的に利用する車両の駐停車スペースを確 

保すること。なお、敷地内に確保できない場合については、代替として近隣の駐車場を 

確保すること。 

⑬敷地内に、保護者が送迎の際に一時的に利用する自転車の駐輪場を設けること。 

   ⑭周辺環境を考慮し、安全に配慮した施設整備を行うこと。 

   ⑮建物の外観は、周辺の住宅地の景観と調和させること。 

   ⑯太陽光発電、太陽熱温水器や壁面緑化の導入など、環境負荷の低減に努めること。 

   ⑰本体工事等の契約は、入札とすること(入札方法は問わない)。 
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⑱工事等の進捗状況を定期的に区に報告すること。 

⑲開設する保育所には、火災通報装置、学校１１０番、自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 

を設置すること。 

   ⑳保育所用地前の公道については、６ｍに拡幅する予定であり、その予定線より、歩道 

状空地（２．０ｍ）を設けること。 

  ㉑地中障害物を撤去する場合の費用は、事業者負担とする。 

   ㉒整備にあたり、以下の法令及び条例、関係規定の基準を満たすこと。 

（※ここに掲げる法令及び条例、関係規定がすべてではないので、注意すること。） 

   ア 都市計画法及び関係法令 

イ 建築基準法及び関係法令 

ウ 消防法及び関係法令 

エ 景観法（板橋区景観計画） 

オ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

カ 東京都福祉のまちづくり条例 

キ 東京都板橋区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 

ク 東京都板橋区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

ケ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 

コ その他、建築確認申請に伴い必要な条例等の手続き 

サ 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

シ 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則 

ス 保育所設置認可等事務取扱要綱（東京都福祉保健局２６福保子保第３０１７号平 

成２７年３月３１日一部改正） 

   セ 東京都保育所設備・運営基準解説（平成２９年６月：東京都福祉保健局少子社会

対策部保育支援課） 

 

５ 運営に関する条件 

区立保育園での現在の運営を継承しつつ、新たな取組み等も展開すること。 

（１）基本的事項  

①名称 

  移管後の保育園及びクラスの名称については、基本、現在の名称を使用することとし、 

変更する場合は、保護者の同意を得ること。 

園名：大山西町保育園 

クラス名：１歳児（ひよこ）、２歳児（あひる）、３歳児（ひばり）、４歳児（つばめ）、 

５歳児（はくちょう） 

②基本開所時間 

   午前７時１５分から午後６時１５分までの１１時間開所を基本とするが、変更する場 

合は、保護者の同意を得ること。 

③基本開所日 

月曜日から土曜日まで（原則として、休日、１２月２９日～１月３日を除く。）。ただ 

し、年末保育等休日保育の導入も検討すること。 

④指導計画 
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保育は、保育所保育指針に基づき、生活や遊びを通して、乳幼児期の発達過程に沿っ 

て計画すること。また、日常の保育の中において、音楽指導、絵画指導、及び体育指導 

等、教育的指導カリキュラムの導入も考慮すること。なお、実施にあたっては、保護者 

負担が生じないように配慮し、事前に保護者に説明すること。 

⑤保育内容 

既存園の保育を引き継ぐことを基本とする。ただし、保育内容等を変更する必要があ 

るときは、事前に保護者に説明し理解を得た上で実施すること。 

⑥特別保育 

次の特別保育事業を実施すること。 

ア ０歳児保育 

生後４３日または５７日からの受け入れとすること。 

     イ 延長保育 

・１１時間開所後の時間において１時間以上実施すること。 

・希望者全員の利用やスポット利用の需要について、柔軟に対応すること。 

・児童数に応じて、正規・非常勤等必要となる職員を配置すること。 

・延長保育料は、区内保育園との均衡を図ること。 

 ※参考：区立保育園の延長料金（月額 4,000 円、日額 400 円） 

   ウ 要支援児保育 

・初年度から、最低３名を受け入れる体制を確保すること。 

・受け入れ児童数や状況に応じ正規・非常勤等必要となる職員を配置すること。 

・区立園より引き続き園児が在籍する場合は、万全を期して引継ぎ、園児が円滑な 

園生活を送ることができるようにすること。 

      エ 付帯機能として、一時保育、地域の子育て支援事業（子育て相談事業、屋外遊戯場 

開放など）で実施可能な事業を提案すること。 

⑦行事計画 

年間行事は既存園が行ってきた内容を継承するとともに、保護者参加の行事について 

は開催日にも配慮すること。また、新たな行事を実施する場合や内容を変更する場合は、 

事前に保護者に説明し、理解を得た上で実施すること。 

⑧定員・定員の弾力化 

定員は１００～１２０人程度とし、既存園の定員を考慮し設定すること。今後、近隣 

の小規模保育所等に通う３歳児の受け入れを見据え、２歳児と３歳児の定員数に差を設 

けること。なお、最終的な定員設定は、区との協議による。 

定員の弾力化等を実施する場合は、事前に保護者に説明し理解を得た上で、実施する 

  こと。 

⑨職員配置（Ｐ.６「職員配置基準一覧」参照） 

      ア 東京都の保育所設置認可等事務取扱要綱に定める職員配置基準及び板橋区保育所 

事業実施要綱に定める算定基準を下限とし、保育時間・保育児童数に応じて、正規・ 

非常勤等必要となる職員を配置すること。 

A 正規保育士 

１歳児は５人につき１人の配置とし、年齢別保育士の算出にあたっては、区立保育 

園における算定方法を用い、歳児別（４・５歳は合算）に小数点第１位まで求め（第 
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２位切捨て）、０～２歳児と３～５歳児でそれぞれ合計して小数点以下を切り上げた数 

の合計を配置職員数とする。    

B パート保育士 

１１時間開所保育対策事業のパート保育士加算の基礎となる児童数の計数時間につ 

いては、午前 8 時及び午後 5 時 30 分の時点とし、その時点における児童数に基づき 

算出したパート保育士を朝・夕に配置する。なお、配置にあたっては、既存園で勤務 

している保育補助員の継続も視野に入れ、移管による混乱をできるだけ抑えられるよ 

う配慮すること。 

イ 職員の経験年数及び年齢構成のバランスにも考慮すること。 

ウ 保健師等は、正規職員１人を配置するよう努めること。 

エ 調理職員のうち、最低１人は栄養士を配置すること。 

オ 延長保育、要支援児保育については、別途正規・非常勤等児童数や状況に応じて必 

要となる職員を配置すること。また、要支援児保育の経験者の配置にも配慮すること。 

カ 保育体制についても、現行と同等以上とすること。また、職員への負担にも配慮す 

ること。 

キ 用務の配置等、園の環境整備にも配慮すること。 

⑩給食 

   ア 園内調理とし、調理業務を委託する場合は、区の給食調理業務委託における基準等 

を遵守すること。 

イ 食材の選定、調理法等現行の基準を満たして調理を行うこと。 

ウ アレルギー対応については、安全性を最優先し、職員、保護者、園医等との連携を 

密にし、適切な対応をとること。 

  ⑪衛生管理等 

   検便は、月１回以上実施すること。ただし、調理業務従事者・０歳児担任・保健師等 

については、月２回以上実施するよう努めること。 

⑫保護者との連携 

既存園が行ってきた保護者会、個人面談、保育参観を実施し、苦情解決制度を整備す 

るなど、保護者とのコミュニケーションを積極的に図ること。 

⑬地域との連携 

団地の自治会等地域住民とのコミュニケーションを図る等、地元との交流にも努める 

こと。また、行事等で団地敷地内の公園広場を利用する際は、事前に団地自治会と調整 

を図ること。 

⑭保護者負担 

タオル・エプロン等の日常用品や寝具のカバー類等は継続使用とし、寝具等を買い換 

える場合も、引き続き園が無償で貸し出す等、原則として、新たな保護者負担を求めな 

いこと。万が一、必要となる場合は、事前に保護者に説明し、理解を得た上で実施する 

こと。 

⑮運営継続 

長期間継続・安定した運営に努めること。やむを得ない理由により保育所事業を廃止 

する場合は、相当の期間をおいて区と協議すること。 

⑯個人情報保護 
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個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破損その他の事故を防止するため、必要な措置を 

講じること。当該保育所に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知 

り得た個人情報をみだりに他に漏らさないようにすること。 

⑰三者協議会 

円滑な移行を図るため、保護者・事業者・区による三者協議会を設置し、移管後の保 

育内容の継続性等について定期的に話し合いを行うこと。なお、設置期間は平成３０～ 

３３年度までとする。ただし、保護者と合意の上、設置期間を変更できるものとする。 

⑱第三者評価の受審 

移管後、少なくとも３年に１度は第三者評価を受審し、受審しない年は利用者調査を 

実施すること。 

  ⑲運営にあたり、以下の法令及び条例、関係規定の基準を満たすこと。 

（※ここに掲げる法令及び条例、関係規定がすべてではないので、注意すること。） 

ア 児童福祉法 

    イ 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

ウ 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則 

エ 東京都保育所設備・運営基準解説（平成２９年６月：東京都福祉保健局少子社会対 

策部保育支援課） 

オ 板橋区保育所事業実施要綱（区ホームページに掲載） 

カ 私立保育所法外援護実施要綱（区ホームページに掲載） 

キ 板橋区民間保育所整備費補助要綱（区ホームページに掲載） 

ク 板橋区私立保育所延長保育事業費助成実施要綱（区ホームページに掲載） 

（２）設置・運営に関する基本協定の締結 

   事業者として選定された後、提案された内容を確実に履行するために、移管前に区と 

基本協定を締結するものとする。 

（３）その他の要件 

   ①苦情解決の仕組みとして、中立・公正な第三者の立場から助言を行う弁護士、学識経 

験者等による「第三者委員」を設置すること。 

  ②区の保育行政を理解し、連携・協力すること。 

③近隣住民との連携、居住環境の保全に努めること。 

④保護者の車両（自転車は除く。）による送迎は、近隣住民への迷惑となることから原則 

禁止とし、入園の前に保護者へ十分に説明を行うこと。 

 

６ 引継ぎに関する条件 

（１）平成３０・３１年度の２年間を引継ぎ期間とし、移管４か月前からは、民営化後の担 

任保育士等を配置する合同保育を実施し、既存園の保育を継続できるよう引継ぎを行う 

こと。また、合同保育前においても、既存園との打ち合わせ、給食の試食、行事見学、 

保育士の研修等を行い、事前に既存園の保育の把握に努めること。 

 なお、引継ぎ職員の配置にあたっては、既存園の運営や児童への影響、クラス担任予 

定者の経験年数等職員のバランス等に考慮するとともに、事業者の運営施設の保護者へ 

の対応等にも配慮すること。 

（２）引継ぎ計画には、児童・保護者が新園舎に慣れるための取組みも盛り込むこと。 
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（３）引継ぎ期間中は、適宜引継ぎの状況を保護者に知らせる等情報提供に努めること。 

（４）引継ぎに関する具体的事項については、区と十分協議すること。 

 

７ 補助金等について 

原則、予算の範囲内において以下の補助を行う。 

（１）施設整備費補助 

 「保育所等整備交付金」（国制度）及び「待機児童解消区市町村支援事業費補助金」（都 

制度）の要綱に基づくため、補助基準額及び補助率等が変更される可能性がある。区と 

十分協議の上、手続きを進めること。 

【参考：平成２９年度の例】 

補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較し、低い金額に補助率（15/16）を乗じて 

得た額とする。 

①本体工事費 
定員 71～100 人 １９４，５５０，０００円 

定員 101～130 人 ２３４，０００，０００円 

②特殊附帯工事 １４，８５０，０００円 

③設計料加算 
本体工事費に係る交付基準額（開設準備加算、土地借

料加算を除く。）の５％（千円未満切捨） 

④開設準備費加算 

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に

増加定員数を乗じて加算 

定員 71～100 人 ２２，０００円 

定員 101～130 人 １９，０００円 

⑤高騰加算補助 

（※基準額を上回った場合

に該当になる） 

補助基準額（上記①～④の合計）の２５％を上限

とし、実支出額と比較して少ない額に補助率

（15/16）を乗じて得た額 

（２）開設準備経費【参考：平成２９年度の例】 

項 目 補助額 

学校１１０番 ２９９，０００円を上限 

（３）補助金は、整備完了後の交付となり、交付されるまでに一定の期間を要するため、留 

意すること。 

（４）引継ぎ（合同保育）に伴う人件費（園長、保育士、保健師等、調理員等）については、 

区が予算の範囲内で補助を行う。 

（５）運営費については、子ども・子育て支援新制度に基づくほか、「板橋区保育所事業実施 

要綱」及び「板橋区私立保育所法外援護実施要綱」に基づき、区内私立認可保育所と同 

様に区が負担する。 

 

８ 土地の貸付について 

（１）用地については、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に定める定期借地権 

の設定を目的とする土地賃貸借契約を東京都と締結する。 

（２）貸付期間は、契約締結の日からの５２年間とする。（５０年間に建設期間及び原状回復 

期間を加算した期間） 
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（３）貸付料は、東京都が評価し決定するが、東京都の取り扱い方針に基づき、当該貸付料 

の３０％を減額し、施設建設期間中の貸付料は免除する。 

※現在のところ貸付料は確定していないが、概ね月額４７万円を想定している。 

（４）貸付料は、原則として３年ごとに、東京都の定める方式に基づき改定する。 

（５）土地賃貸借契約締結後、貸付に係る保証金として、減額前の貸付料の３０か月分に相 

当する金額を東京都の指定する期日までに預託する。 

（６）保証金は、貸付料の滞納、原状回復不履行など債務に対する担保とし、貸付期間が満 

了したときもしくは契約が解除されるときに返還するが、利息は付さない。 

また、保証金を返還する場合に債務を有するときは、保証金を当該債務の弁済に充当 

し、その額を差し引いた額を返還する。 

（７）公正証書作成及び借地権登記費用等、土地貸付に関わる契約に要する費用について 

  は、事業者の負担とする。 

 

９ 募集・開設スケジュール及び選定方法 

（１）募集・開設スケジュール（予定） 

平成２９年度 ９月２９日（金） 

１０月２７日（金） 

 

 

１１月３０日（木） 

１２月上旬～中旬 

１２月中旬～下旬 

１月中旬 

２月中旬 

募集開始 

応募申込書の提出締切 

※応募申込者には、随時、大山西町保育園の 

現況等の関係資料を送付 

提案書の提出締切 

第一次審査 

応募事業者が運営する認可保育所の現地視察 

第二次審査 

事業者決定 

平成３０年度  三者協議会（保護者、事業者、区）開始 

区と基本協定締結 

東京都児童福祉審議会の意見聴取（計画承認） 

平成３１年度  

 

 

 

東京都と定期借地権設定契約書締結 

保育所整備開始～終了 

施設現地確認（東京都建物検査等） 

東京都児童福祉審議会の意見聴取（認可） 

平成３２年度 ４月１日（水） 開設予定 

（２）選定方法 

①第一次審査 

   提案書等による書類審査を行う。 

②現地視察 

第一次審査を通過した事業者が運営する認可保育所について、区が現地視察（1事業者 

  につき 1施設）を行う。現地視察は、１２月２２日（金）、２５日（月）、２６日（火） 

のいずれかに実施することとし、実施日時については別途調整する。 

③第二次審査 

 事業者プレゼンテーション及び財務審査を行い、総合評価により選定する。 
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（３）選考結果 

  第一次審査結果及び第二次審査結果は、順次通知する。 

 

１０ 応募方法 

【応募の流れ】 

             

（１）応募申込書を提出 

【平成２９年１０月２７日（金）午後 5時まで（厳守）】 

      

            

 

（２）大山西町保育園の現況等の関係資料を送付 

     【随時】 

 

 

 

         （３）提案書を提出 

          【平成２９年１１月３０日（木）午後 5時まで（厳守）】 

 

 

 

（１）応募申込書の提出 

「板橋区立大山西町保育園移管に伴う保育所設置・運営事業者応募申込書」（様式１）を、 

持参又は郵送で、平成２９年１０月２７日（金）午後５時【厳守】（※郵送の場合は必着） 

までに、子育て支援施設課へ提出すること。 

（２）資料の送付 

  応募申込書の提出があった事業者に対し、子育て支援施設課から大山西町保育園の現況 

等の関係資料を送付する。 

（３）提案書の提出 

  大山西町保育園の現況等の関係資料を参照し、下記の「１１提案書について」に沿って 

作成した提案書を、平成２９年１１月３０日（木）午後５時【厳守】までに、子育て支援 

施設課へ提出すること。持参のみの提出とするが、あらかじめ訪問予定日時を連絡した上、 

余裕をもって提出すること。 

（４）その他 

応募申込後又は提案書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式自由）を提出すること。  

 

１１ 提案書について 

  下記に示す、「（１）提案書」、「（２）図面関係書類」、「（３）財務関係書類」の３種類を 

作成し、提出すること。 

 ※それぞれ提出部数が異なるため、注意すること。 

※様式２～４及び別表１～７は指定様式、別表８、９は参考様式とし、それ以外は自由様 

応
募
事
業
者 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

区 
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式とする。 

※Ａ４（縦）サイズを用いて簡潔に記載。（図面はＡ３サイズも可）。 

※Ａ４版Ｓ型の２穴ファイルに綴じ、書類名のインデックスをつけること。 

（１）提案書 

  「板橋区立大山西町保育園移管事業者提案書」（様式２）に、下記の書類①～⑧（正本 

のみ⑨を追加）を添付し、正本１部（法人名明記、要押印）、副本１３部（法人名無記 

名、押印不要）を作成のこと。 

※副本は法人名のほかに、事業者が特定されるような施設名、代表者の氏名、経歴、担 

当者名等の記載を一切しないこと。 

  ①別表１～４ 

②建物の配置図（計画） 

      ※屋外遊戯場等を含む敷地全体を表示し、各階にある保育室から公道までの２か所 

２方向の避難経路を図示すること。 

③建物の平面図 

   ※平面図には、乳児室、保育室、調理室、医務室、トイレ等のレイアウト案、各室 

の面積（乳児室と保育室は有効面積とした部分を平面図にも表示すること）、非常口 

の位置、各保育室からの避難経路を明記すること。 

   ※自転車置場、ベビーカー置場、駐停車スペースの位置を明示すること。 

  ④建物のコンセプト 

   ※採光、安全への配慮、防犯・不審者対策、駐輪・駐車対策、近隣への日照、騒音 

等の配慮について記載すること。 

⑤開設までのスケジュール 

    ※スケジュール及び工事にあたっての近隣住民への説明等について記載すること。 

※施設完成後、東京都による現地確認は開設日の１か月半程度前に実施する予定を 

考慮し計画すること。 

  ⑥事業計画書 

   事業計画書のほか、ア～トの各項目について、どのように運用するのか分かる資料（各 

種マニュアル、様式、献立等）を項目ごとに添付すること。区立保育園での現在の運営 

を継承しつつ、新たに取り組みたいこと等があれば、あわせて記載すること。    

   項 目 内 容 提案書作成上の留意点 

ア 保育理念・運営方針 考え方、保育理念、運営方

針等 

基本開所時間、基本開所日は園規

則に明記。 

イ 保育課程・指導計画 考え方、留意点、年間指導 

計画、食育の計画、教育的

指導カリキュラム、小学校

との連携等 

教育的指導カリキュラムについて

は、実施時期、回数、内容、実施

体制等を記載。 

 

ウ 

 

 

 

 

保育内容 

①一日の保育の流れ  

一日の過ごし方 （別表５）に記載。 

②発達過程に応じ

た保育 

ねらい及び内容、保育及び

環境に関わる配慮等 
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エ 

 

 

特別保育事業 

①０歳児保育 

考え方、受入れ月齢、保育

時間、保育体制等 

 

②延長保育 考え方、対象児童、延長時

間、料金及び徴収方法、保

育体制、当日の受付方法等 

 

 

 

③要支援児保育 考え方、定員、保育時間、

保育体制、家庭・専門機関

との連携等 

 

 

 

④付帯機能 考え方、内容 一時保育、地域の子育て支援事業

（子育て相談事業、屋外遊戯場開

放など）で実施可能な事業を提案

すること。 

オ 料金設定案  延長保育料の他に徴収を予定する

費用すべてについて記載。 

カ 年間行事計画 考え方、内容、開催日等 保護者が参加する行事について

は、平日か休日か開催日を記載。

運動会については、開催場所も記

載すること。また、新たな行事を

提案する場合は、そのねらい、内

容、実施時期を記載。 

キ 職員配置 考え方、配置計画、時間帯

別保育体制、当番表、園

長・主任予定者の人物像、

採用計画等 

配置計画、採用計画は、保育士、

調理員等、非常勤も含め、すべて

の配置予定職員について、人数・

経験年数・平均年齢、資格の有無

等採用にあたっての考え方を具体

的に記載すること。また、クラス

担任をどのように配置するか考え

方も記載。時間帯別保育体制（別

表６）、当番保育状況（別表７）に

ついても記載。 

パート保育士については、前述の

朝・夕の児童数を参考に算出。 

※特に保育士の確保策について詳

しく記載。 

※保育士の離職率（年初の職員数

に対する離職者数の割合）につい

ても記載（平成２６年・２７年・

２８年の３か年分）。 

ク 職員の育成 考え方、研修計画、職員の

教育体制、人事評価基準等 
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ケ 職員会議 目的、内容、開催予定等  

コ 給食 考え方、食材の選定、献立、

食事環境、調理方法、離乳

食・おやつ・延長保育の補

食等の考え方及び提供の

し方、食物アレルギー児へ

の対応、情報提供等 

直営か委託か調理方式を明示し、

調理業務を委託する場合は、委託

にあたっての留意点、業者の選定

基準、内容等を記載。 

献立については、１か月分の献立

表案（保護者配付用）を提出。 

延長保育の補食の時間は、提案項

目ウ「①一日の保育の流れ」（別表

５）にも記載。 

食物アレルギーの対応は、マニュ

アル等状況の把握方法、職員間・

保護者との協議方法、提供方法（誤

食の防止策を含む）等、具体的な

対応方法も記載。 

サ 健康支援 日々の健康観察、健康診

断、保健指導、病気やけが

の対処及び連絡体制、与薬

の考え方、アレルギー児の

対応、情報提供、園医の選

定等 

 

シ 衛生管理 施設・設備・食品等の衛生

管理、感染症対策、食中毒

の予防対策等 

 

 

 

ス 事故防止・危機管理 園内及び園外の事故防止

対策・発生時の対応・報告

体制、安全確保の取り組

み、不審者対応、けが等に

対する補償制度等 

安全確保の取り組みには、園庭遊

具の維持管理についての考え方も

記載。事故防止に関して、運営施

設における過去３年間の事故の内

容と対応がわかる資料を添付。（児

童名等個人情報はマスキングする

こと） 

セ 災害対策 防災訓練計画、災害時の対

応、地震対策等 

災害時の連絡体制、避難誘導体制

等についても記載。 

ソ 児童虐待への対応 考え方、取り組み方、園内

での防止策 

 

タ 保護者との連絡・連

携 

保護者・父母会との関わり

方、ホームページ及びＳＮ

Ｓ等の活用計画 

 

 

 

チ 地域との連携 地域の子育て支援、地域と

の交流 
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ツ 苦情対応の体制 考え方、取り組み方 苦情解決制度の体制、改善方法を

記載。 

テ その他自主事業 考え方、取組み方 新たな取組み等について記載。 

ト 引継ぎ 考え方、引継ぎ計画、配慮

等 

平成３１年度は、事業者の引継ぎ

職員が入ることによって、区職員

が減ることはなく、平成３２年４

月１日をもって区職員と事業者職

員はすべて入れ替わるということ

を踏まえ、引継ぎ条件に沿う形で

引継ぎ計画（人数・時期・時間帯

等職員の入り方、内容等）、実施に

あたっての配慮を記載。 

  ⑦移管後の管理運営 

   ア 保育園規則 

   イ 就業規則 

   ウ 施設の保守修繕に対する考え方 

   エ 個人情報の取扱いについての考え方 

⑧事業者関係書類 

   ア 事業経歴、概要、実績が分かるもの 

   イ 代表者の経歴及び役員名簿 

   ウ 現在運営している保育所等の運営実績・現況が分かるもの（認可保育所の運営形態、 

開設(予定)時期及び定員が分かるように記載すること） 

   エ 直近の第三者評価結果又は利用者調査結果 

   ⑨法人に関する資料（正本のみに添付） 

   ア 履歴事項全部証明書（証明発行から１か月以内のもの） 

    イ 定款の写し 

   ウ 法人の概要書（パンフレット等） 

（２）図面関係書類 

「図面関係書類について」（様式３）に、下記の書類①～④を添付し、正本（法人名明 

記、要押印）１部、副本（法人名明記、押印不要）１部を作成のこと。 

※上記「（１）提案書」とは別に分けて、作成すること。 

①建物の配置図（計画） 

      ※屋外遊戯場等を含む敷地全体を表示し、各階にある保育室から公道までの２か所２ 

方向の避難経路を図示すること。 

②建物の平面図 

   ※平面図には、乳児室、保育室、調理室、医務室、トイレ等のレイアウト案、各室の 

面積（乳児室と保育室は有効面積とした部分を平面図にも表示すること）、非常口の位 

置、各保育室からの避難経路を明記すること。 

   ※自転車置場、ベビーカー置場、駐停車スペースの位置を明示すること。 

  ③建物のコンセプト 

   ※採光、安全への配慮、防犯・不審者対策、駐輪・駐車対策、近隣への日照、騒音等 
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の配慮について記載すること。 

④開設までのスケジュール 

    ※スケジュール及び工事にあたっての近隣住民への説明等について記載すること。 

※施設完成後、東京都による現地確認は開設日の１か月半程度前に実施する予定を考 

慮し計画すること。 

（３）財務関係書類 

    「財務関係書類について」（様式４）に、下記の書類①～⑦を添付し、正本（法人名明 

記、要押印）１部、 副本（法人名明記、押印不要）３部を作成のこと。 

  ①直近３期分の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、附属明細書、 

財産目録等） 

  ②直近３年間の監査報告書 

  ③職員数（別表８） 

④移管後の事業収支計画書（別表９） 

※当該保育所及び法人全体について、準備段階及び今後５年間の計画をそれぞれ作成 

すること。 

  ⑤普通預金・定期預金等の残高証明書（提案書提出日の１か月以内のもの） 

⑥収益事業を行っている社会福祉法人の場合は、下記の証明書 

ア 法人税の納税証明書 

    a 納税額等の証明（その１） 

    b 所得金額の証明（その２） 

    c 滞納処分を受けたことがないことの証明（その４） 

 ※a及び bの証明については、決算報告書のうち直近の会計年度と同年度のものを１ 

年分、cについては直近３か年分 

   イ 法人住民税（都道府県民税・市町村民税）を滞納していないことを証する書類 

   ※決算報告書のうち直近の会計年度と同年度のもの１年分 

   ※所管の都道府県及び市町村で取得。ただし、東京２３区内の法人は、東京都の特例 

により、市町村民税相当分も合わせて都民税として所管の都税事務所に申告して納め 

るため、都民税に関する書類のみとする。 

（４）その他 

   選考結果通知用の封筒（住所等を記載し、８２円切手を貼付したもの）…２通 

 

１２ 質問について 

（１）応募申込予定者が、質問できるものとする。 

（２）質問の方法等 

   募集要領の内容に関する質問については、「質問票」（様式５）に記入し、子育て支援 

施設課へ電子メールで送ること。 

（３）質問に対する回答  

質問者に電子メールで回答する。なお、応募書類の作成に関する事項については、質 

問者が特定できない形で、応募申込者全員に質問と回答を周知する予定である。質問の 

回答は、本要領と一体のものとして、要領と同様の効力を有する。 
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１３ 現地見学について 

（１）大山西町保育園 

   現在運営中の大山西町保育園の園舎内の見学を希望する場合は、事前に子育て支援施 

設課まで連絡すること。なお、見学できる者は応募申込予定者とし、１０月のうち保育 

園で対応可能な日とする。 

（２）新園舎建設予定地 

  新園舎建設予定地の見学を希望する場合については、直接現地を確認のこと。ただし、 

外観の確認のみとし、敷地内への立ち入りは不可とする。 

 

１４ 情報公開 

（１）応募書類等 

区に提出された書類（提案書等）については、当該法人の内部情報などを除き、全て公 

文書公開請求（情報公開）の対象となり、原則公開となることから、あらかじめ了承のう 

え提出すること。 

  なお、区から要請がある場合には、事業者は提案書の補足説明書の作成をすみやかに（概 

ね２週間以内）行うものとする。補足説明書は、公文書公開請求（情報公開）により開示 

した提案書の内容を補足する必要があった場合に作成するもので、どのような提案がなさ 

れているか想起できる具体的な内容のものとする。 

 （２）評価結果 

  事業者決定後において、応募事業者の個別評価結果について、情報公開請求があった場 

合には、事業者が特定できない形での公開となる。 

 

１５ その他 

（１）区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 

（２）応募書類等の著作権は、応募事業者に帰属する。ただし、区は、事業者の公表等が必 

要な場合には、応募書類等の内容を、個人に関する情報を除き、無償で使用できるもの 

とする。 

（３）提出された書類は、理由の如何に関わらず返却しない。 

（４）各種書類は提出期限内に提出すること（事業者決定後も含む）。 

（５）提案内容については実施にあたり、区・保護者との協議により変更する場合がある。

（６）応募に関する一切の費用は、事業者の負担とする。 

（７）応募状況及び審査結果によっては、再募集をする場合がある。 

 

１６ 問合せ先及び書類提出先 

 担当部署：板橋区子ども家庭部子育て支援施設課計画・待機児対策係 

 連 絡 先：電話 ０３－３５７９－２４９３   

 Ｅメール：kk-mshisetsu@city.itabashi.tokyo.jp 

所 在 地：〒173‐8501 板橋区板橋二丁目６６番１号（区役所南館３階２２番窓口）

 


